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介護保険法 

（指定事業者による第一号事業の実施）  

第百十五条の四十五の三 市町村は、第一号事業（第一号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に

係るものに限る。）については、居宅要支援被保険者等が、当該市町村の長が指定する者（以下「指定事業者」

という。）の当該指定に係る第一号事業を行う事業所により行われる当該第一号事業を利用した場合において、

当該居宅要支援被保険者等に対し、当該第一号事業に要した費用について、第一号事業支給費を支給すること

により行うことができる。 

２ 前項の第一号事業支給費（以下「第一号事業支給費」という。）の額は、第一号事業に要する費用の額を勘

案して、厚生労働省令で定めるところにより算定する額とする。 

３ 居宅要支援被保険者等が、指定事業者の当該指定に係る第一号事業を行う事業所により行われる当該第一号

事業を利用したときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者等が当該指定事業者に支払うべき当該第一号事業

に要した費用について、第一号事業支給費として当該居宅要支援被保険者等に対し支給すべき額の限度におい

て、当該居宅要支援被保険者等に代わり、当該指定事業者に支払うことができる。 

４ 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者等に対し第一号事業支給費の支給があったもの

とみなす。 

５ 市町村は、指定事業者から第一号事業支給費の請求があったときは、厚生労働省令で定めるところにより審

査した上、支払うものとする。 

６ 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。 

７ 前項の規定による委託を受けた連合会は、当該委託をした市町村の同意を得て、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該

当するものに委託することができる。 

（指定事業者の指定） 

第百十五条の四十五の五 第百十五条の四十五の三第一項の指定（第百十五条の四十五の七第一項を除き、以下

この章において「指定事業者の指定」という。）は、厚生労働省令で定めるところにより、第一号事業を行う

者の申請により、当該事業の種類及び当該事業の種類に係る当該第一号事業を行う事業所ごとに行う。 

２ 市町村長は、前項の申請があった場合において、申請者が、厚生労働省令で定める基準に従って適正に第一

号事業を行うことができないと認められるときは、指定事業者の指定をしてはならない。 
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介護保険法施行規則 

（法第百十五条の四十五の五第二項の厚生労働省令で定める基準） 

第百四十条の六十三の六 法第百十五条の四十五の五第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、市町村が

定める基準であって、次のいずれかに該当するものとする。 

一 第一号事業（第一号生活支援事業を除く。）に係る基準として、次に掲げるいずれかに該当する基準 

イ 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成二十七年厚生労働省令第四号）附則第二条第三号若し

くは第四条第三号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（平成十八年厚生労働省令第三十五号。ロにおいて「旧指定介護予防サービス等基準」という。）に規定

する旧介護予防訪問介護若しくは旧介護予防通所介護に係る基準の例による基準又は指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準（平成十八年厚生労働省令第三十七号。ロにおいて「指定介護予防支援等基準」という。）に規定する

介護予防支援に係る基準の例による基準 

ロ 旧指定介護予防サービス等基準に規定する基準該当介護予防サービス（旧介護予防訪問介護及び旧介護予

防通所介護に係るものに限る。）に係る基準又は指定介護予防支援等基準に規定する基準該当介護予防支

援に係る基準の例による基準 

ハ 平成二十六年改正前法第五十四条第一項第三号又は法第五十九条第一項第二号に規定する離島その他の

地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者等が、平成二

十六年改正前法第五十四条第一項第三号又は法第五十九条第一項第二号に規定するサービスを受けた場合

における当該サービスの内容を勘案した基準 

二 第一号事業に係る基準として、当該第一号事業に係るサービスの内容等を勘案した基準（前号に掲げるもの

を除く。） 

 

 


